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国民投票には
法的拘束力は
ない、行政委
任立法が必要
かどうかは不明。

50条の発動
について：
英国は待ちた
い意向、EU
は直ちに発動
することを希
望か。

政党を問わず
約150名の下
院 議 員 が
Brexitを支持、
議会で必要と
される過半数
の 314票には
及ばず。

英国とEUの交
渉、理事会は
特定多数決方
式を採用。

したがって、
Brexitに関する
議案は不信任
投票につながる
可能性あり。

50条は2年間の
猶 予 を 規 定
・・・
全会一致で延
長することも。

50条の適用外
で交渉が行われ
る可能性あり
ー離脱の前例な
し。

10月に予定
さ れ て い る
保守党大会
の時期 と の
調整。

まず下院議員
のみによる投
票で候補者を
2人に絞り込
んだうえで、党
員による投票。

党首は英国
のEU離脱交
渉を行う予定。
スコットランド
で第2回国民
投票が実施
の可能性。

EU離脱派が勝
利、キャメロン
首相は10月に
辞任する意向
を表明。

リスボン条約
50条において、
EU加盟国が
離脱する際の
手続きについ
て規定
ー過去に適用
された例はな
い。

英国は50条をま
だ発動しておら
ず、その時期は
次期首相（保
守 党 の 新 党
首）が決定する
としている。
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トルコ・モデル

関税同盟

今後の選択肢

• EU域内の単一市場
へアクセスできるもの
のFTA（自由貿易
協定）へのアクセス
はない。

• EFTA（欧州自由
貿易連合）に加盟。

• 物品、サービス、ヒト、
資本の移動の自由。

ノルウェー・モデル

EEAに加盟

• EFTA自由貿易協定
への参加。

• EUと二者間貿易協定
の交渉。

• EUのVAT適用対象外。

スイス・モデル

EFTAに加盟するが
EEAには加盟せず

• EUと（トルコと同様
の）関税同盟を締結。

• 同盟域内を移動する
物品は関税適用外。

• 同盟域内に輸入される
すべて物品には対外共
通タリフが適用される。

英国はEUおよびEEAの
双方から離脱。

• EUといかなる協定も
結ばないWTO加盟国
となる。

• EUから課される義務の
すべてから解放される
唯一の選択肢。

Leave

WTOモデル

WTOのMFN

タリフでの貿易
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一般的に影響を受ける分野

人の
移動の自由

サービスの
移動の自由

物品の
移動の自由

資本の
移動の自由

4つの基本的自由

EU単一市場は、EU市場の繁栄を支えるべく設定された4つの基本的自由の原則に基づい
ている。

各社において、Brexitがこれらに及ぼす影響を調べることが必要。
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注意すべき主な項目（金融機関）

• 欧州における法人形態 – 子会社 vs 支店 vs ロケーション

• 企業のストラクチャー変更に対応する資本・資産の再配置およびロケーション

• 金融商品およびサービスのクロスボーダー「パスポート権」および同種のアレンジ

• 事業戦略

• 規制およびガバナンスに及ぼす影響

• 決済機関およびペイメント・サービスへの影響およびそのロケーション

• 非金融の特定領域（一例として、国をまたぐデータ・プライバシー問題、
優秀な従業員の可動性）



ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めてお
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本調査は、KPMG in UKが2016年6月に発行した“Brexit — What does it mean?”を翻訳したものです。
翻訳と英語原文間に齟齬がある場合は、当該英語原文が優先するものとします。
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